
 

株式会社さわやからいふ 一般事業主行動計画 

 

当法人では、職員が仕事と子育てを両立することができ、職員が働きやすい労働環境を構

築することにより、全職員がそれぞれの能力を十分に発揮できるようにすることを目標と

し、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日までの 4 年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ● 令和 7 年 4 月～ 管理職を対象とした意識改革のための研修を 4 回実施 

 ● 令和 7 年 6 月～ 業務量の見直し、DX 化による事務の効率化などの取組実施 

● 令和 7 年 10 月～ 各部署における問題点の検討及び研修の実施 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ● 令和 7 年 4 月～ 研修を実施し、管理者へ 4 月からの育児介護休業法の改正内容を

説明し、理解を促す。 

 ● 令和 7 年 6 月～ 前年度における年次有給休暇の取得状況を調査分析する。 

● 令和 7 年 10 月～ 研修を実施し、管理者へ 10 月からの育児介護休業法の改正内

容を説明し、理解を促す。 

● 令和 8 年 1 月～ 年次有給休暇の取得率が低い部署の管理者および職員へヒアリン

グを実施し、問題の抽出、解決策の検討・実施を行う。 

 ● 令和 8 年 4 月～ 育児休業の取得率を調査分析し、取得率向上のための問題抽出、

改善策の検討、実施を行う。 

 ● 令和 8 年 6 月～ 前年度における年次有給休暇の取得状況を再調査、分析する。 

 ● 令和 8年 10 月～ 年次有給休暇の取得率改善対策の効果を検証し、解決策の修正、

改善対策の効果があった事例を共有する。 

 

目標 1：全職員の時間外・休日労働時間を削減する。 

目標 2：育児休業の取得率を向上させる。 

    年次有給休暇の取得率を向上させる。 



男女間賃金差異等の情報 

 

会社名：株式会社さわやからいふ 

調査基準日：令和 7 年 12 月 31 日時点 

 

① 男女間賃金差異 

区分 男女間賃金差異 

全職員 81.8％ 

 正社員 85.8％ 

 パートタイマー・有期契約社員 111.3％ 

 

② 女性管理職比率 75.0％ 

 

③ 男女の平均継続勤務年数の差異 131.3％ 


